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※平成25 年4 月から各種手帳を所持していない難病患者(130 疾患)

も、(6)障害者等日中一時支援、(8)障害者等移動支援、(9)障害者

等生活サポート、(10)障害者等日常生活用具給付、(14)補装具費

支給、(18)障害福祉サービスの各種制度が必要と認められた場合、対

象となります。 

(1)重度心身障害者及びひとり親家庭

等医療費助成 

■制度内容 

重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費の一

部を助成 

■助成内容 

健康保険が適用される医療費のうち、対象者が

負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食

事負担額、実費負担額等を除いた額 

■対象者   

重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母または

父及び児童（所得制限等あり） 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等  

・ 共通～健康保険者証等（資格確認書等） 

・ 重度心身障がい者～身体障害者手帳 

・ ひとり親家庭～戸籍謄本等 

■助成を受ける方法 

・ 現物給付～医療機関等窓口へ健康保険者証

等（資格確認書等）と併せ受給者証の提示 

・ 償還給付～担当窓口へ医療費領収書及び申

請書の提出 

■担当窓口  

地域福祉課保険給付係 

(2)災害弔慰金等の支給 

■制度内容   

暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の

遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により

精神または身体に著しい障がいを受けた町民に対す

る災害障害見舞金の支給及び被害を受けた世帯

の世帯主に対する災害援護資金の貸付け 

■支給内容 

○災害弔慰金 

・ 500 万円以内（世帯の生計を主として維持して

いた場合） 

・ 250 万円以内（その他の場合） 

○障害見舞金 

・ 250 万円以内（世帯の生計を主として維持して

いた場合） 

・ 125 万円以内（その他の場合） 

○災害援護資金 

・ 被害状況により貸付限度額あり（償還期間 10 年） 

■対象者 

○災害弔慰金 

遺族の範囲と順序（配偶者→子→父母 

→孫→祖父母→兄弟姉妹） 

○障害見舞金 

該当本人 

○災害援護資金 

被害を受けた世帯主 

■申請等方法   

所定の必要書類を提出 

■必要書類等 

○災害弔慰金 

死亡地の官公署が発行する被災害証明書 

○障害見舞金 

負傷し、または疾病にかかった地の官公署が発行

する被災証明書、医師の診断書 

○災害援護資金 

医師の療養見込期間及び療養概算額を記載し

※「障がい」の表記について 

障害の「害」の文字が、人によってはマイナスイ

メージを受けるという意見があるため、法令用語

や固有名詞を除いてひらがな表記にしています。 

1 福祉・介護 
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た診断書、所得証明書 

■担当窓口  

 地域福祉課社会福祉係 

(3)敬老会賄費等助成 
■制度内容   

高齢者の長寿を祝福する敬老会等の事業に対

し、これに要する経費を助成 

■助成内容   

事業を実施する期日において 75 歳以上の高齢者である

者の人数に 2 千円を乗じて算出した額 

■対象者   

自治会、複数の自治会で構成した連合組織及

び介護老人福祉施設 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

自治会長等の署名 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(4)高齢者交通費助成 
■制度内容   

居宅において生活を営む高齢者の通院等に要す

る交通費を助成 

■助成内容   

ハイヤー券（基本料金分） 

【上沢木、北幌内、中雄武(西中雄武)、上雄武】 

単身者４８枚、夫婦世帯各３６枚 

【新沢木、元沢木、栄丘、共栄、魚田、音稲府、 

豊丘、青葉、中雄武(東中雄武)、幌内】 

単身者３６枚、夫婦世帯各２７枚 

【上記以外】 

単身者２４枚、夫婦世帯各１８枚 

 

■対象者 

・ 75 歳以上で自動車を有していない方 

・ 70 歳以上の独居で自動車を有していない方 

・ 70 歳以上の方のみの世帯に属する方で、自己

及び配偶者が自動車を有していない方 

・ 70 歳以上で自動車運転免許証を自主返納した方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

マイナンバーカード等の本人確認ができるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(5)高齢者等入浴優待券交付 

■制度内容   

オ ホ ー ツ ク 温 泉 ホ テ ル 日 の 出 岬 の 入 浴 優 待 券 を 交 付 

■交付内容   

年間 12 枚 

■対象者 

・ 70 歳以上の高齢者 

・ 身体障害者手帳 1・2 級を所持する方 

・ 療育手帳Ａ判定を所持する方 

・ 精神障害者手帳 1 級を所持する方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種手帳、マイナンバーカード等の本人確認がで

きるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(6)障害者等日中一時支援 

■制度内容   

障害者総合支援法に定める市町村地域生活支

援事業として、一時的に見守り等の支援が必要な

障がい者等について、日中における活動の場を確保

することで、障がい者等の家族の就労支援及び日

常的に介護している方の負担軽減を図ります。 
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■支援内容 

・ 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施

設等において、障がい者等に活動の場を提供し、

見守り、社会に適応するための日常的な訓練等

の支援（利用者負担あり） 

・ 入浴サービスの支援（利用者負担あり） 

・ 送迎サービス等の支援（利用者負担あり） 

■対象者   

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている方、児童相談所または知的

障害者更生相談所で知的障がいと判定された方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種手帳等 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(7)手話通訳者派遣 

■制度内容   

障害者総合支援法に基づき、聴覚障がい者また

は音声・言語機能の障がい者と健聴者との意思の

疎通を円滑にし、生活・教育・文化活動等の機会

の拡大を図るため、手話通訳者を必要とする場合に

通訳者を派遣 

■支援内容   

医療手続や司法手続、教育、労働など様々な

場面において手話通訳者を必要とする場合に通訳

者を派遣(利用者負担なし) 

■対象者   

身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者

等、聴覚障がい者とのコミュニケーションを必要とする方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種手帳等 

 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(8)障害者等移動支援 

■制度内容   

障害者総合支援法に定める市町村地域生活支

援事業として、屋外での移動が困難な障がい者等

について、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活

動等の社会参加のための外出時における移動の支援  

■支援内容   

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動

等の社会参加のための外出時における移動の支援

であり、個別的支援が必要な障がい者等に対するマ

ンツーマンによる支援（利用者負担あり） 

■対象者   

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている方、児童相談所または知的

障害者更生相談所で知的障がいと判定された方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種手帳等 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(9)障害者等生活サポート 

■制度内容   

障害者総合支援法に定める市町村地域生活支

援事業として、障がい者等の日常生活における家事

に対する必要な支援を行います。 

■支援内容   

日常生活における家事援助（利用者負担あり） 

※1 か月あたり 15 時間を限度 

■対象者   

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている方、児童相談所または知的

障害者更生相談所で知的障がいと判定された方 
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■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種手帳等 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(10)障害者等日常生活用具給付 

■制度内容   

障害者総合支援法に定める市町村地域生活支

援事業として、町内に住民登録のある在宅の障がい

者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具を

給付 

■給付内容   

給付の対象となる用具の種目は別に定める用具

とし、その対象者は障がい者等とします。ただし、介

護保険法により、給付等の対象となる用具の貸与ま

たは購入費の支給を受けられる者は対象者から除く

（利用者負担あり） 

■対象者   

障がい者等（用具別に定めあり） 

※所得制限あり 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

医師の診断書、見積書、身体障害者手帳等 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(11)重度身体障害者ハイヤー料金助成  

■制度内容   

身体障害者福祉法第４条の規定による身体障

がい者または療育手帳制度要綱第 2 の規定による

知的障がい者がハイヤーを利用した場合における基

本料金を助成 

 

■助成内容   

ハイヤー券（基本料金分）48 枚 

■対象者   

身体障害者手帳 1 級または 2 級の方で、下肢

障がい者、体幹機能障がい者、視覚障がい者及び

療育手帳がＡ判定の方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種手帳 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(12)身体障害者自動車運転免許取

得費助成 

■制度内容   

身体障がい者が自動車運転免許を取得するのに

要した経費の一部を助成 

■助成内容   

自動車教習所において免許を取得するために要

した経費のうち、10 万 5 千円を限度に助成 

■対象者   

次のすべてに該当する方 

・ 町内に居住地を有する方（学生等については、

保護者の居住地） 

・ 身体障がい者であって、障害等級が 4 級以上の方  

・ 免許の取得により自立更生の促進が図られる方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

身体障害者手帳、教習所が発行した受講承認

書(視覚障がい者は公安委員会が発行する予備検

査合格証明書) 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 
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(13)身体障害者用自動車改造費助成 

■制度内容   

重度の身体障がい者が就労等に伴い自動車を

取得する場合、その自動車の改造に要する経費を

助成 

■助成内容   

操向装置、駆動装置等の改造に要する経費につ

いて、1 件当たり 10 万円を限度として助成 

■対象者   

身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢

体不自由者で、次のすべてに該当する方 

・ 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の

操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要

がある方 

・ 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所

得金額（各種所得控除後の額）が、当該月の特

別障害者手当の所得制限限度額を超えない方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

改造の箇所及び経費を明らかにした改造を行う

業者の見積書、車検証、運転免許証、身体障害

者手帳 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(14)補装具費支給 

■制度内容   

身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体

機能を補完または代替し、職業その他日常生活の

能力向上を図るために補装具を購入する場合等の

費用を支給 

■支給内容   

総合相談所及び市町村の判定に基づき、別に定

める補装具の種類・価格ごとに額を決定し支給

（利用者負担あり） 

■対象者   

補装具を必要とする障がい者、障がい児 

※所得制限あり 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

※申請時に聞き取り調査があります。 

※補装具種により、総合相談所の直接判定が必要

になります。 

■必要書類等   

医師意見書、見積書、身体障害者手帳、個人

番号のわかるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(15)自立支援医療費(更生医療)支給 

■制度内容   

更生医療は、身体障害者福祉法第４条に規定

する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手

術等の治療によって確実に効果が期待できるものに

対して提供される、更生のために必要な自立支援

医療費の支給を行うものです。 

 

■支給内容   

別に定める障がいの種類ごとに額を決定し支給

（利用者負担あり） 

■対象者   

視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体不自由、

内部障害＜心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫＞ 
※所得制限あり 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

身体障害者手帳、医師意見書、資格確認書等、

個人番号のわかるもの 

※人工透析者の場合は、特定疾病療養受療証 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 
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(16)自立支援医療費(育成医療)支給 

■制度内容   

18 歳未満の現に障がいがある、または治療を行

わないと将来一定の障がいを残すと認められる児童

で、手術等の治療により症状が軽くなり、日常生活

が容易にできるようになると認められる場合に、その

治療に必要な医療に要する費用を支給 

■支給内容   

別に定める障がいの種類ごとに額を決定し支給

（利用者負担あり） 

■対象者  

18 歳未満の方で、肢体不自由者、視覚障がい

者、聴覚・平衡機能障がい者、音声・言語・そしゃく

機能障がい者、内臓機能障がい者などの方（所得

制限あり） 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

医師意見書、資格確認書等、個人番号のわかるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(17)養育医療費支給 

■制度内容   

身体の発育が未熟なまま出生した乳児が指定医

療機関に入院して治療を行う必要がある場合に、そ

の治療に必要な医療に要する費用を支給 

■支給内容   

保険が適用されない治療費等（おむつ代、差額

室料、文書料等）を除いた額を支給（利用者負

担あり） 

■対象者   

1 歳未満の者で、出生時の体重が 2,000g 以下

の者及び生活能力が特に薄弱である者 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

医師意見書、健康保険者証等（資格確認書

等） 

■担当窓口   

地域福祉課保険給付係 

(18)障害福祉サービス 

■制度内容   

障がい者及び障がい児が、その有する能力及び

適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を

営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係

る給付その他の支援を行います。 

■支援内容   

サービスの利用にあたり、相談や情報の提供、調

査などを行い、個々の適正に応じたサービス利用を

支援 

■対象者 

・ 障がい者～18 歳以上の身体障がい者、   

知的障がい者、精神障がい者 

・ 障がい児～18 歳未満の身体障がい者、 

知的障がい者、精神障がい者 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

収入額が確認できるもの、社会保険料等の額が

確認できるもの、各種手帳等 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(19)児童扶養手当支給 

■制度内容   

父（または母）と生計を同じくしていない児童が

育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与

するため、母（または父）または養育者に手当を支給 

■支給内容 

○児童１人の場合 

・ 全部支給 4 万 6,690 円 
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・ 一部支給 4 万 6,680 円～１万 1,010 円 

○児童２人以上の加算額 

・ 全部支給 1 万 1,030 円 

・ 一部支給 1 万 1,020 円～5,520 円 

※所得制限あり 

※支給月～1･3･5･7･9･11 月 

             (各 2 か月分を支給) 

■対象者   

別に定める支給要件に該当する児童（18 歳に

達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある

方または 20 歳未満で政令で定める程度の障がいの

状態にある方）を監護する母若しくは父または父母

が監護しない場合において養育する方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

世帯全員の住民票、戸籍謄本、年金手帳、世

帯全員の資格確認書等、申請者の預金通帳、世

帯全員の個人番号のわかるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(20)特別児童扶養手当支給 

■制度内容   

障がいを有する児童の福祉の増進を図るため、児

童の父もしくは母または養育者に手当を支給 

■支給内容   

児童の障がいの程度により支給される額が異なり

ます。 

・ 1 級～月額 5 万 6,800 円 

・ 2 級～月額 3 万 7,830 円 

※特別児童扶養手当における等級であり、各種手

帳の等級とは異なります。 

※所得制限あり ※支給月～4・8・11 月 

■対象者   

法令に定める程度の障がいを有する 20 歳未満

の児童を監護する父若しくは母（どちらか所得の高

い方）または父母が監護しない場合において養育す

る方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

世帯全員の住民票、戸籍謄本、申請者の預金通

帳、振込先口座申出書、診断書、世帯全員の個人番

号のわかるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(21)緊急通報システム設置 

■制度内容   

ひとり暮らしの高齢者等が、住み慣れた地域で安

心して暮らしていけるよう緊急時の連絡体制づくりを

支援 

■支援内容   

専用のシステム機器等を貸し出し、高齢者等が

自宅での急病や事故などの時の連絡手段を確保 

■対象者   

ひとり暮らしの高齢者等 

■申請等方法   

所定の申請書を提出（要事前相談） 

※申請時に聞き取り調査があります。 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(22)防犯用電話自動応答録音装置

購入助成 

■制度内容   

電話による高齢者を狙った振り込め詐欺などを防

ぐため、自動で警告メッセージが流れるほか、通話内

容を録音する機器又はその機能を有する固定電話

機の購入費を助成 

■支援内容   

1 世帯 1 台とし、1 万 5 千円まで助成 
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■対象者   

満 65 歳以上の単身世帯または高齢者夫婦世

帯で町長が特に必要と認める場合としますが、町税

などの滞納がない世帯に限ります。 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

印鑑、町内販売店の見積書 

■担当窓口   

総務課防災交通係 

(23)家族介護用品支給 

■制度内容   

在宅において重度の要介護者を介護している世帯

に対して介護用品と引き換えのできる給付券を交付 

■給付券の内容   

町内の登録販売店で介護用品の購入に使用で

きる月額 6 千円を限度とした券 

■対象者   

町内に居住地を有しており、次に掲げる全てに該

当する方 

・ 介護認定を受け、その要介護が 4 または 5 である

方を介護している方 

・ 要介護者が介護保険施設に入所していない方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

介護保険者証 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(24) 介護予防・生活支援サービス

事業 

■制度内容   

介護予防を推進するとともに、自立した生活を確

保することができるよう生活に必要な支援を行います。  

■支援内容   

①訪問介護員による身体介護、生活援助を行い

ます。 

②デイサービスセンターにおいて、生活機能向上の

ために運動などの訓練を行います。 

※具体的な支援内容は、対象者と相談します。 

■対象者   

要支援または事業対象者の認定を受けている方 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

介護保険証 

■担当窓口   

地域福祉課保険給付係、地域包括支援センター 

(25)精神障害者等通院交通費助成 

■制度内容   

精神障がい者が治療等のために、道内の医療機

関への通院に要する交通費を助成 

■助成内容   

・バス運賃、JR 普通旅客運賃またはハイヤー料金

（路線バスが並行している区間はバス運賃の相当

額）の２分の１以内 

・自家用車は距離１キロメートルにつき 15 円を上

限として実費額 

■対象者   
町内の自立支援医療（精神通院医療）該当者  

■方法   

・所定の申請書を提出 

・医療機関の領収書等精神科等の通院を証明でき

るもの、印鑑、振込先口座 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

（26）脳検診費用助成 

■制度内容 

 脳検診受診者に対し、検診費用の一部を助成 
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■助成内容 

 脳検診費用の額から1,500円を除いた額とし、上

限を２万円とする 

■対象者 

雄武町内に住所を有する４０歳以上の者であり、

脳検診を実施しようとする年度内において、健康診

断を受診し、または受診する予定である者 

※次の方は助成対象外 

・脳血管疾患による入院中または治療中の者 

・受診に要する費用の助成を勤務先等から受けるこ

とができる者 

■対象となる検診 

・4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までに受診する脳

検診 

・医療機関は問いませんので、脳検診を実施してい

る病院等に各自でお申し込みください 

■申請等方法 

①受診する前に電話または窓口で申請 

②脳検診受診後、申請書・領収書・口座情報がわ

かるもの・検診結果（健康診断・脳検診）を窓

口に提出 

※全体の助成金額に上限がありますので、上限金

額に達した場合は助成できない場合があります 

■担当窓口 

 地域福祉課保険給付係 

 

(27)高齢者等の冬の生活支援事業 

■制度内容   

 在宅で生活する低所得世帯に対し、厳寒期にお

ける暖房用燃料に使用する灯油購入費等の一部

を助成する。 

■助成内容   

町が指定する事業者が販売している暖房用燃料

等の購入に使用できる助成券を 1 世帯につき

15,000 円分交付する。 

■対象者 

各年度の 11 月 1 日現在の雄武町住民基本台

帳登録世帯で、かつ、町民税非課税世帯で次の要

件のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護

世帯、福祉施設入所者世帯、医療機関入所者世

帯は除く。 

・ 7０歳以上のみの世帯（生計が独立していること） 

・ 障がい者世帯 

身体障害者手帳１級又は２級、療育手帳Ａ

判定、精神障害者保健福祉手帳１級のいずれか

を有する者が世帯構成員にいること。 

・ ひとり親世帯（生計が独立していること） 

 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

マイナンバーカード等の本人確認ができるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

 

 

(1)妊活応援事業 

■制度内容   

・ 妊娠を希望している夫婦に対する悩みの相談窓

口開設 

・ 不妊検査・治療費の自己負担及び通院交通費

の一部を助成 

■対象者   

・ 夫又は妻のいずれかが雄武町に住所を有し、雄武

町に住民登録があり、妊娠を希望している夫婦

（事実婚関係を含む） 

 

■申請等方法   

・ 相談については完全予約対応 

・ 検査、治療費助成は各種要件がありますので、 

まずは担当窓口にご相談ください 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

 

2 子育て 
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(2)先進不妊治療費助成事業 

■制度内容   

・ 医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先

進医療について費用と通院交通費の一部を助成 

（対象の医療機関、治療内容がありますので詳細

は担当窓口にご相談ください） 

■対象者   

・ 不妊治療開始日が令和５年４月１日以降の方 

・ 不妊治療開始日の妻の年齢が４３歳未満の方 

・ 夫婦のいずれかが、雄武町に住所を有し婚姻して

いる方（事実婚関係を含む） 

■申請等方法 

検査、治療費助成の各種要件がありますので、

担当窓口にご相談ください 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

 

(3)安心出産支援事業 

■制度内容   

雄武町が発行している妊婦一般健康診査等受

診票を用いた妊産婦健診時等の通院交通費及び

出産準備のための宿泊費の一部を支給 

■対象者   

雄武町に住民登録されている方で、上記妊婦一

般健康診査等受診票を用いた健康診査を受診し

た方 

■申請等方法   

分娩後、母子健康手帳等提示とあわせて所定の

申請書を提出 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

 

(4)出産・子育て応援給付金事業 

■制度内容   

出産・子育てに係る相談支援と経済的支援の 

一体的な実施として、各期における面談を条件に 

給付金を支給 

■支給内容   

出産応援給付金・・・・・妊娠１回につき５万円 

子育て応援給付金・・・子ども１人につき５万円 

■対象者   

・出産応援給付金・・・雄武町で母子手帳の交

付を受けた者 

・子育て応援給付金・・・雄武町に住民登録をし

た新生児の養育者 

■申請等方法   

出産・子育て各期において専門職による面談の 

うえ、 所定の申請書を提出 

■必要書類等   

申請書・本人確認書類の写し・受取口座を確認

できる書類の写し 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

 

 (5)子ども医療費助成 

■制度内容   

子どもの医療費を助成 

■助成内容   

健康保険が適用される医療費の初診時一部負

担金を除いた額 

■対象者   

高校卒業年度までの子ども（18 歳に達する日以後

の最初の 3 月 31 日までの間にある方） 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

健康保険者証等（資格確認書等） 

■助成を受ける方法 

・ 現物給付～医療機関等窓口へ健康保険者証

等（資格確認書等）と併せ受給者証の提示 
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・ 償還給付～担当窓口へ医療費領収書及び申

請書の提出 

■担当窓口   

地域福祉課保険給付係 

(6)産後ケア事業 

■制度内容   

産後の母親への身体的ケア、適切な授乳が実施

できるためのケア、心理的ケア、育児手技の指導

等助産師による専門的なケアを提供します。 

■支援内容 

・ 居宅訪問型（利用者宅におけるケアの提供） 

・ 通所（デイサービス）型（委託機関におけるケア

の提供） 

 

■料金等 

・ 最大 24 回まで利用可能 

6 回まで無料、7 回目以降１，０００円／回 

訪問型：1,000 円/回 

 

■対象者   

雄武町に住民登録があり、産後 1 年までの女性

及びその乳児 

■申請等方法   

・ 担当窓口への事前の申請と利用日程等の調整が

必要です。 

・ 委託機関または保健係までご相談ください。 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

 

(7)新生児等聴覚検査費助成事業 

■制度内容   

出生後に行われる聴覚検査費用の全額助成 

■助成内容   

新生児等聴覚検査の初回検査及び確認検査

（初回検査の結果再検査が必要と判定された場

合）に要する費用を全額助成 

■対象者   

雄武町に住民登録がある新生児 

 

■申請等方法 

  母子健康手帳交付時に受診票を交付 

 

■担当窓口   

健康推進課保健係 

 

(8)児童手当支給 

※記載の制度は 9 月までの制度であり、10 月から

制度の拡充が予定されております。 

 

■制度内容   

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全

体で応援するという趣旨のもとに親等に手当を支給 

■支給内容   

・3 歳未満・・・月額 1 万 5 千円 

・3 歳以上高校生年代・・・月額 1 万円 

（年齢に関わらず第 3 子以降は月額 3 万円） 

※支給月～2･4･6･8･10･12 月 

 

■対象者   

町内に居住し、住民基本台帳法に基づき登録されて

いる乳児（１歳未満）と同一の世帯に属する保護者  

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

申請者の資格確認書等、申請者の預金通帳、

世帯全員の個人番号のわかるもの 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

(9)一時預かり事業 

■制度内容   

家庭において保育を受けることが一時的に困難と

なった乳幼児について、若草保育所で一時的に預

かり、必要な保護を行います。 
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■利用内容・料金 

・ 1 日預かり～午前 8 時から午後 4 時までの 8 時

間で食事を要する場合(1 回 2,000 円) 

・ 1 日預かり～午前 8 時から午後 4 時までの 8 時

間で食事を要しない場合(1 回 1,600 円) 

・ 半日預かり～午前 8 時から午後 4 時までの間の 4

時間で食事を要する場合 (1 回 1,200 円) 

・ 半日預かり～午前 8 時から午後 4 時までの間の

4 時間で食事を要しない場合 (1 回 800 円) 

※日曜・祝日など保育所の休所日は除く 

※就労が理由の場合の土曜日の利用は、12 時

30 分まで 

■対象者   

小学校就学前の満 6 か月以降の乳幼児 

■利用可能日数   

1 週間につき 3 日以内、1 か月 14 日以内 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

印鑑 

■その他   

利用される方は、事前に要相談 

■担当窓口   

若草保育所児童保育係（01585-84-2326） 

(10) 出産祝金 

■制度内容   

子の誕生を祝い、次代を担う子どもの健全な育

成に資することを目的として親等に祝金を支給 

■支給内容   

出生した子１人につき 10 万円 

■対象者   

出生した子を養育する者で、当該出生した子の

誕生時において、本町の住民基本台帳に記録され

ているもの。 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

申請者の預金通帳 

■担当窓口   

地域福祉課社会福祉係 

 

(1)スポーツ振興事業補助 

■制度内容   

各種スポーツにおいて全道・全国大会に出場する

者に対し出場経費の一部を補助 

■対象者   

町内小中高等学校に在籍する児童・生徒、町

民（町内在住者） 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

印鑑、大会出場を証明する書類、予算書、出場者名簿 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課社会教育係 

(2)芸術文化振興事業補助 

■制度内容   

各種文化活動において全道・全国大会に出場す

る者に対し出場経費の一部を補助 

■対象者   

町内小中高等学校に在籍する児童・生徒、町

民（町内在住者） 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

印鑑、大会出場を証明する書類、予算書、出場者名簿 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課社会教育係 

3 教育 



- 14 - 
 

(3)要保護・準要保護児童生徒就学

援助 

■制度内容   

経済的理由によって就学困難と認められる児童

生徒の保護者に対し、就学に必要な援助を行います。 

■交付内容 

・ 要保護者 

医療費及び修学旅行費 

・ 準要保護者 

医療費、修学旅行費、給食費、体育実技用具費、学

用品費、新入学児童生徒学用品費、入学準備金、ク

ラブ活動費、生徒(児童)会費、PTA 会費 

■対象者   

生活保護法に規定する要保護者及び要保護者に準ずる

程度に生活が困窮していると認める者（準要保護者） 

■申請等方法   

所定の申請書を提出(準要保護者のみ) 

■必要書類等   

準要保護認定申請書、所得、資産及び課税状

況の閲覧同意書 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課学校教育係 

(4)児童生徒検定チャレンジ促進助成 

■制度内容   

雄武町立小中学校に在学する児童生徒の検定

試験の受験費用を助成 

■交付内容   

日本漢字能力検定試験、実用算数技能検定、

実用英語技能検定及び小中学校長が推奨する資

格取得試験受験料の全額を助成 

■対象者   

該当する検定試験を受験する児童生徒の保護

者に対し助成金を交付 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

申請書、受験料を明らかにする書類 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課学校教育係 

(5)雄武高等学校生徒資格取得支

援助成 

■制度内容   

雄武高等学校に在学する生徒の検定試験また

は資格取得試験の受験費用を助成 

■交付内容   

雄武高等学校が奨励している検定試験または資

格取得試験の受験料または手数料全額を助成

（ただし、合格することが条件） 

■対象者   

該当する検定試験または資格取得試験を受験す

る生徒の保護者に対し助成金を交付 

■申請等方法   

学校長に対し委任状を提出（学校長が代わって申請） 

■必要書類等   

委任状 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課総務管理係 

(6)雄武高等学校入学支援助成 

■制度内容   

雄武高等学校への入学時（編入などを含む）に

おいて、学校が指定する制服の購入費用等を助成 

■交付内容   

生徒 1 人につき 22 万円(上限額)を助成 

■対象者   

雄武高等学校に入学(編入などを含む)する生徒

の保護者に対し、助成金を交付 
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■申請等方法   

学校長に対し委任状を提出（学校長が代わって

申請） 

■必要書類等   

委任状、購入費用を明らかにする書類 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課総務管理係 

(7)雄武高等学校見学旅行参加助成  

■制度内容   

雄武高等学校に在籍する生徒の見学旅行参加

費用の一部を助成 

■交付内容   

生徒 1 人につき 5 万円を助成 

■対象者   

雄武高等学校に在籍する生徒の保護者に対し、

助成金を交付 

■申請等方法   

学校長に対し委任状を提出（学校長が代わって申請） 

■必要書類等   

委任状 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課総務管理係 

(8)雄武高等学校卒業生奨学金制度  

■制度内容   

雄武高等学校を卒業後、大学、短大、専門学

校に進学する生徒に対して修学に必要な資金の給

付又は貸付をする。 

■給付内容等   

 給付型奨学金 月額 3 万円 

 就学貸付金 100 万円以内（無利息） 

■対象者   

雄武高等学校を卒業後、翌年度又は翌々年度

に大学等に進学した方（就学貸付金は世帯の所

得制限有） 

■申請等方法   

学校長を経由して申請書を提出 

■必要書類等   

大学等の進学に関するレポート、合格通知、世

帯の住民票及び所得証明（貸付金のみ）、連帯

保証人の印鑑証明及び所得証明など 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課総務管理係 

(９)雄武高等学校卒業生新生活応

援給付金制度 

■制度内容   

雄武高等学校を卒業した生徒が新生活を開始

する準備に対し、必要な資金を援助する。 

■給付内容等   

1 人につき 10 万円 

■対象者   

雄武高等学校を卒業した方で、雄武高等学校

卒業生奨学金制度の奨学金の給付を受けない方 

■申請等方法   

学校長を経由して申請書を提出 

■必要書類等   

申請書、請求書 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課総務管理係 

(10)学校給食費助成 

■制度内容   

雄武町立小中学校に在籍し、町内に住所を有

する児童生徒の学校給食費を助成 

■交付内容   

学校給食費の全額を助成 
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■対象者   

雄武町立小中学校に在籍する児童生徒の保護

者に対し助成金を交付。ただし、生活保護法に規

定する教育扶助を受けている方、要保護・準要保

護児童生徒就学援助を受けている方を除く。 

■申請等方法   

年に 1 回、交付申請書を提出 

■必要書類等   

印鑑 

■その他   

その他、必要な事項は別途通知 

■担当窓口   

教育委員会 教育振興課学校給食係 

学校給食センター（0158-84-2923） 

(11)医師及び保健医療技術職員養

成修学資金貸付 

■制度内容   

将来、医師または保健医療技術者※となり、雄

武町の職員として勤務しようとする方に対し、修学に

必要な資金の貸付を行い、優秀な医師または保健

医療技術者を育成するとともに、その充足を図ります。 

※保健医療技術者～薬剤師、看護師、保健師、理学療法

士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨

床工学技士 

■貸付内容 

・ 貸付金額～月額 8 万円以内 

・ 貸付期間～8 年以内（在学期間） 

※無利子での貸付 

■対象者   

学校教育法等※に規定する大学等に在学する方 

※それぞれの資格により、学校教育法、薬剤師法、保健師助

産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法、診療放

射線技師法、臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法

律、臨床工学技士法に規定する大学等になります。 

■申請等方法   

連帯保証人 2 人を定め、所定の申請書を提出 

■必要書類等   

在学証明書、履歴書、戸籍謄本または住民票

の謄本、健康診断書、写真（正面、脱帽、胸から

上の最近6か月以内に撮影した縦4㎝、横 3㎝） 

■その他   

職員となった場合等は、返還が免除となることもあ

りますが、貸付条件を満たせなかった場合は返還と

なります。 

■担当窓口   

総務課庶務係 

(12)建設技術職員養成奨学金貸付 

■制度内容   

将来、建設技術職員（土木技師及び建築技

師）となり、雄武町の職員として勤務しようとする方

に対し、修学に必要な資金の貸付を行い、優秀な

人材を育成するとともに、その充足を図ります。 

■貸付内容 

①入学支度金（入学金と入学１年時の授業料の合計額） 

・大学に入学した者～80 万円以内 

・専修学校、高等専門学校または短期 

大学に入学した者～40 万円以内 

②修学資金 

  ・土木技師にあっては、月額 8 万円以内 

 ・建築技師にあっては、月額 10 万円以内 

※それぞれの貸付期間は８年以内、無利子での貸付 

■対象者   

学校教育法に規定する専修学校、高等専門学

校、短期大学または大学において、土木に関する学

科を専攻する者（土木技師）及び建築に関する

学科を専攻する者（建築技師） 

■申請等方法   

連帯保証人 2 人を定め、所定の申請書を提出 

■必要書類等   

在学証明書、履歴書、戸籍謄本または住民票

の謄本、健康診断書、写真（正面、脱帽、胸から

上の最近6か月以内に撮影した縦4㎝、横 3㎝） 
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■その他   

職員となった場合等は、返還が免除となることもあ

りますが、貸付条件を満たせなかった場合は返還と

なります。 

■担当窓口   

総務課庶務係 

 

(1)雄武町快適住まいづくり支援制度 

■制度内容   

町民が安心して快適に生活するための住宅の整

備を行う方に対し、補助金を交付 

■対象者   

雄武町住民基本台帳に登録されている方または

今後町内に居住しようする方で、次の期間以上、そ

の住宅に居住される方 

・ 新築工事、増築工事、改築工事及び中古住宅

の購入は 10 年以上居住が確約できる方 

・ 改修工事は５年以上居住が確約できる方 

■補助金額 

・ 新築工事、増築工事及び改築工事 

対象床面積 1m2 当たり 1 万 5 千円（ただし、

補助金総額は 200 万円が限度） 

・ 中古住宅の購入 

対象床面積 1m2 当たり 7,500 円（ただし、補

助金総額は 100 万円が限度） 

※例～中古住宅を購入し、同時に改修工事を行う

場合の補助金限度額は 200 万円 

※対象となる中古住宅は、固定資産税評価額

200 万円以上の住宅で固定資産税評価額の証

明が必要（評価額は「住宅」部分のみが対象） 

・ 改修工事、耐震補強工事 

改修工事費の 3 分の 1 以内とし、上限は 1 住宅

につき 100 万円が限度 

※すでに改修工事で補助金を受けた方は今まで受

けた額と合わせて 100 万円が限度 

■補助金の加算 

・ 新築工事または住宅を購入する場合 

⇒同居する中学生以下の子供 1 人に対し 20 万

円を加算。 

・ オホーツク総合振興局管内認証木材を使用した

新築工事の場合 

⇒認証木材使用量 1m3 当たり 1 万 5 千円を加算  

・ 北海道で定める省エネルギー性能の向上を伴う

改修工事の場合（空気清浄機能等を有するエ

アコン設置、照明の LED 化工事など） 

⇒対象工事費の２分の１以内とし、５０万円を

限度に加算（加算申請は１回限り） 

 

■補助金の制限 

・ 住宅の新築工事及び新築建て売り住宅の工事

業者については、町内外の業者について制限しま

せん。（ただし、町外業者が行う工事は、補助金

額が 2 分の 1 になります） 

・ 増築工事、改築工事、改修工事の工事業者に

ついては、雄武町に事業所を置く建築業登録事

業所のうち経営者が雄武町住民基本台帳に登

録されている事業所に限ります。（町外業者が行

う工事は、補助金の交付を受けられません） 

・ すべての工事または購入は当該年度の２月末ま

で完了することとします。 

※すでにこの制度で補助金を受けている場合で居

住確約期間を経過していない場合は、新築工事、

増築工事、改築工事及び中古住宅購入の補助

を受けることができない場合があります。 

■担当窓口   

建設水道課建築係 

(2)雄武町空家等解体補助金制度 

■制度内容   

町内にある空家等について事前調査申請を行い、「補助

対象物件に該当する」と通知を受けた者の内、解体工事を

実施する者に対して、在住地に関わらず補助金を交付 

■対象者   

・ 自らの負担で空家等を解体する者 

・ 空家等の登記簿（未登記である場合にあっては、

固定資産課税台帳）に記載されている所有者

又は当該所有者の相続人、財産管理人その他

これを管理すべき者 

4 住宅 
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※相続人である場合は、交付申請時に相続人全

員の同意書が必要です。 

※所有権を有する者が複数いる場合は、交付申請

時にその全員の同意書が必要です。 

■補助金額 

以下のいずれか少ない額で 100 万円が限度額 

・ 解体費用の８／１０ 

・ 延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建 

設費（除却工事）の８／１０ 

■申請等方法 

所定の申請書を提出 

※「補助対象物件事前調査申請書」を提出した後、

補助対象物件に該当する旨の通知を受けた方は、

「空家等解体補助金交付申請」を提出 

※「空家等解体補助金交付申請時」には所有者を

示す書類が必要 

■補助条件 

・ 空家等を解体し、撤去及び処分した後、更地に

する工事で除却後１年以上跡地利用（堆雪場）

に協力ができること。（条件により免除となる場合

があります） 

・ 町内の解体工事業の許可を受けた施工者による

工事 

・ 家財道具・機械・車両等の動産処分費は対象外 

・ 解体工事に伴う修繕費は対象外 

・ 申請年度の２月末日までに完了する工事 

■制度の期間   

・ 事前調査申請受付期間 

各年６月初日～６月末日 

・ 交付申請受付期間 

各年８月初日～翌年１月末日 

■担当窓口   

建設水道課建築係 

(3)雄武町空き家等情報バンク 

■制度内容 

町内にある空き家、空き地を有効活用し、移住・

定住の促進、地域の活性化を図るため、空き家等

に関する情報提供を行うものです。 

※売買や賃貸借に関する交渉・契約等は当事者

間で行っていただくことになります。 

■物件登録（売りたい方、貸したい方） 

対象となる空き家・空き地の所有者、その他の権

利により売買もしくは賃貸を行うことができる方が物

件を登録することができます。登録申込みには申込

書のほか登記事項証明書、固定資産税課税明細

書などが必要で、物件登録期間は、登録日の属す

る年度の翌々年度の 3 月 31 日までとなります。 

※老朽化が激しい物件や大規模な改修をしても活

用することが難しい物件などは、登録できない場

合もあります。 

■物件利用者登録（買いたい方、借りたい方） 

登録物件の購入や賃借を希望する方は利用者

登録が必要です。利用者登録後、物件登録者から

の連絡により交渉等を行うこととなります。 
 

■担当窓口   

総合政策課地域経営係 

(4)持家建替等仮住居事業 

■制度内容 

持家の建て替え等の際に入居できる町営住宅 2

戸を用意しています。 

■対象者 

 持家を建て替えするために現在居住している既存

住宅の先行解体が必要となる町民（大規模改修

などにより持家に居住が困難となる方を含む） 
 

■入居できる住宅 

 2 戸（先着順で受付） 

団地名 宮下団地 

棟番号 M-5 棟 M-7 棟 

住宅番号 3014 号 3018 号 

建築年 昭和 60 年 昭和 63 年 

間取り 

（面積） 

3LDK

（66.62 ㎡） 

3LDK

（63.73 ㎡） 

所在地 字雄武 1480 番地 32 

※家具や家電などは入居者が用意する必要があります。 
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■使用料（家賃） 

 使用料は町営住宅の家賃計算を用いて決定しますの

で、入居する方の世帯収入に応じた金額になります。 

■使用（入居）期間 

工事により持家に住むことができない間（最長 7

か月。ただし、工期が延びるなどやむを得ない場合は

延長が可能） 

■使用手続き 

使用開始の 14 日前までに「雄武町持家建替者

住宅使用許可申請書」を添付書類とともに提出 

《添付書類》 

・新旧住宅の位置図または改修内容が分かる図面 

・住宅新築の施工期間が分かる契約書の写し 

・町税等の納付状況確認書 

■募集 

 使用者（入居者）の募集は、町広報紙折込チラ

シ及び町ホームページで随時お知らせします。 

 なお、戸数が限られていることから、使用を希望さ

れる方は、まずご相談願います。 

■担当窓口 

 財務政策課管財係 

 

(1)簡易水道料金減免制度 

■制度内容   

家庭用の用途で使用している水道料金について、

対象となる世帯に減免制度を実施 

■減免内容   

簡易水道料金減免措置基準額 (消費税率 10％込) 

減免前 水量 基本料金 

口径 13mm 10m3/月まで 2,570 円 

口径 20mm 10m3/月まで 2,590 円 

減免後 水量 基本料金 

口径 13mm 

口径 20mm 

5m3/月まで 1,010 円 

6～10m3/月まで 2,020 円 

・ 水量 10m3を超過した場合は、減免後の基本料金

2,020 円に 1m3 につき 250 円が加算となります。 

※消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を

含む金額)であるため、端数処理の関係により、

上記の内容で求めた金額と実際の請求金額が

異なる場合があります。 

■対象者 

○高齢者世帯（町民税非課税世帯） 

・ 65 歳以上のひとり暮らし世帯 

・ 65 歳以上(配偶者は 60 歳以上)の夫婦世帯 

・ 65 歳以上の方のみで構成された世帯 

※いずれも 18 歳未満の子と同居していても対象 

○ひとり親世帯 

・ ひとり親家庭で児童扶養手当受給世帯 

○身体障がい者世帯（町民税非課税世帯） 

・ 世帯主が身体障害者手帳 1 級または 2 級の世帯 

◯そのほか上記に準ずる世帯 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種証書（児童扶養手当証書、身体障害者手帳） 

■担当窓口   

建設水道課水道業務係 

(2)公共下水道料金減免制度 
■制度内容   

家庭用の用途で使用している下水道料金について、

対象となる世帯に減免制度を実施 

■減免内容   

公共下水道料金減免措置基準額(消費税率 10％込) 
 水量 基本料金 

減免前 10m3/月まで 1,830 円 

減免後 5m3/月まで 730 円 

 6～10m3/月まで 1,470 円 

・ 水量 10m3を超過した場合は、減免後の基本料金

1,470 円に 1m3 につき 170 円が加算となります。 

※消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)で

あるため、端数処理の関係により、上記の内容で求めた金額

と実際の請求金額が異なる場合があります。 

■対象者 

○高齢者世帯（町民税非課税世帯） 

・ 65 歳以上のひとり暮らし世帯 

5 水道・下水道 
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・ 65 歳以上(配偶者は 60 歳以上)の夫婦世帯 

・ 65 歳以上の方のみで構成された世帯 

※いずれも 18 歳未満の子と同居していても対象 

○ひとり親世帯 

・ ひとり親家庭で児童扶養手当受給世帯 

○身体障がい者世帯（町民税非課税世帯） 

・ 世帯主が身体障害者手帳 1 級または 2 級の世帯  

◯そのほか上記に準ずる世帯 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■必要書類等   

各種証書（児童扶養手当証書、身体障害者手帳）  

■担当窓口   

建設水道課水道業務係 

(3)公共下水道補助金制度 

■制度内容   

既設便所及び既設排水設備を自己資金により、

下水道の供用開始となった日（自己の敷地内に隣接

した位置に役場において公共の下水道桝を設置した

次年度の 4 月 1 日）から 3 年以内に改造した方を

対象に補助金制度を実施 

■補助内容  

○補助金の額 

 
水洗便所1 基
と排水設備 

水洗便所2 基
と排水設備 

排水設備 
のみ 

供
用
開
始
日
か
ら 

1 年 
以内 

6 万円 10 万円 2 万円 

2 年 
以内 

3 万円 5 万円  

3 年 
以内 

1 万 5 千円 2 万 5 千円  

※排水設備のみには、既設のし尿浄化槽及びこれに付

随する排水設備を廃止し、新たに排水設備の改造工

事を行った場合も含む 

■申請等方法   

所定の申請書を提出 

■担当窓口   

建設水道課下水道係 

(4)公共下水道貸付制度 

■制度内容   

既設の便所を水洗便所に改造するため及び排水設

備の設置に係る改造資金について、貸付制度を実施。

貸付制度には無利子貸付制度と有利子貸付制度の

2 つの制度があります。 

■貸付限度額 

・ 水洗便所 1 基につき 40 万円(1 戸につき 2 基ま

でとし、集合住宅は 1 世帯に 1 基) 

・ 排水設備 1 件につき 20 万円 

※1 戸建て住宅で水洗便所 1 基及び排水設備の

両方を改造する場合の貸付限度額は 60 万円 

■貸付利息 

・ 無利子貸付制度の場合 

下水道の供用開始から 3 年以内の場合は無利

子貸付 

※利息は町が負担 

・ 有利子貸付制度の場合 

下水道の供用開始から 3 年が経過した場合は有

利子貸付。利息は、雄武町が無利子貸付制度

において各金融機関に利子補給する率の 2 分の

1 が自己負担 

※令和 7 年度は、年 1.3％の貸付利息となりました

ので、これの 2 分の 1 に相当する 0.65％が自己

の負担となります。 

※貸付利息の利率は毎年 3 月に決定します。 

■償還方法   

60 か月以内の元金均等の月賦償還。ただし、排

水設備のみの資金は 20 か月以内。有利子貸付制

度の場合、利息分の償還方法については、貸付を

受ける金融機関との協議となります。 

■取扱金融機関   

北見信用金庫雄武支店、稚内信用金庫雄武

支店、雄武漁業協同組合 

■申請等方法   

連帯保証人 1 人を定め、所定の申請書を提出 

■必要書類等   

連帯保証人の印鑑（印鑑証明書の印） 
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■担当窓口   

建設水道課下水道係 

(5)合併処理浄化槽整備事業補助

制度 

■制度内容 

①住宅に合併処理浄化槽を設置する費用に対す

る補助 

②浄化槽の維持管理に要する費用に対する補助 

■対象者 

①雄武町住民基本台帳に登録されている方で、合

併処理浄化槽を町内業者によって設置される方 

②雄武町住民基本台帳に登録されている方で、合

併処理浄化槽の保守点検及び水質検査を実施

している方 

■対象地区   

雄武町内において、下水道法の規定による認可

を受けた区域以外の区域 

■対象となる工事等 

 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第 2 条第

1 号に規定する浄化槽で、同法第 4 条第 1 項の規

定による構造基準に適合し、し尿と雑排水を併せて処

理する浄化槽で次の機能を有するもの 

・ 生物化学的酸素要求量除去率 90％以上のもの 

・ 放流水の生物化学的酸素要求量が 20mg/ℓ（日間

平均値）以下の機能を有するもの 

■補助金額 

①設置費用に 100 分の 95 を乗じた額で次の表を

限度 

 

区  分 補助金限度額 

5 人槽 130 万円 

7 人槽 160 万円 

10 人槽以上 200 万円 

②合併処理浄化槽維持管理費用（浄化槽法第

11 条第 1 項に規定する水質に関する検査料及

び保守点検料に要する費用）【上限 2 万 5 千円】 

 

■担当窓口   

住民生活課環境衛生係 

 
 

 (1)雄武町オホーツク紋別空港利用

促進助成 

制度内容   

令和 10 年３月 31 日までの間にオホーツク紋別

空港―羽田空港間の航空機に搭乗した町民等に

対し、助成金を交付 

■交付内容及び対象者  

・ 町民（親権者が雄武町民で町外の学校

に通学する生徒や学生、町民以外で町内

の学校への通学する生徒を含む）に対し、

最大片道１万円、往復２万円の助成金

を交付 

・ 町民以外で、町内の企業に通勤し企業用務

のために利用する場合や、道外在住者が町内

のホテルや旅館、親戚・知人宅に宿泊した場合

は、最大片道５千円、往復１万円の助成金を交付 

※小児運賃の適用を受けた場合は、記載の金額

の半額を助成 

※小児割引の適用を受けた場合は、記載の金額

の４分の３の金額を助成 

※助成金よりも割安な航空運賃プランを利用した場

合は、航空運賃プランの額と同額を交付 

※旅客施設使用料は助成対象外 

■申請等方法   

搭乗後 60 日以内に所定の申請書を提出 

■必要書類等   

搭乗証明書（予約番号または確認番号で搭乗

が確認できない場合）、住所が明記された公的身

分証明書（運転免許証や健康保険者証などの写

し）、申請者と搭乗者が異なる場合（親子・親族

関係に限る）は関係を証明できる戸籍証明や住民

票、印鑑、預金通帳など口座番号がわかるもの 

■担当窓口   

総合政策課地域経営係 

6 その他 
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(2)定期路線バス無料乗車助成 

制度内容   

北紋バスまたは宗谷バスが運行する雄武町行政

区域内の移動に対し、バス運賃を無料化。ただし、

行政区域外をまたがる移動の場合は、町外分は有

料となります。 

 

■対象者  

町民 

※他の公的助成を受けた者または受ける予定の

者は、助成対象外 

 

■利用方法   

バスを降車する際に各路線バスの乗務員に整理券

と個人番号カード（マイナンバーカード）等を提示 

※個人番号カードを取得できない方等については、担

当窓口までご相談願います。 

 

■担当窓口   

公共交通対策室 

 

(3)戸籍・住民登録 

■戸籍に関する主な届出  

種類 届出期間 必要なもの 

出生届 出生の日から数え

て 14 日以内 

出生証明書、母子健

康手帳 

死亡届 死亡の事実を知っ

た日から 7 日以内 

死亡診断書、届出人

の印鑑（火葬許可書

に必要） 

婚姻届 期間の定めはあり

ません 

 

※婚姻届の時は、届出書をお持ちになる人の本人確認書

類が必要 

 

 

 

 

■住所変更の届出  

種類 届出期間 必要なもの 

転入届 町内に住み始めて

から 14 日以内 

転出証明書、個人番

号カード及びパスワード

（お持ちの人のみ） 

転出届 転出する日の 14

日前から転出する

日まで 

印鑑登録証（登録者

のみ） 

転居届 転居した日から 14

日以内 

個人番号カード及びパス

ワード（お持ちの人の

み） 

※本人確認書類が必要です。 

※代理人の場合は委任状が必要です。 

※外国人の人は在留カードをお持ちください。 

入国の場合はパスポートもお持ちください。 

■各種証明書  

種類 必要なもの 手数料  

戸籍全部事項証明 

(戸籍謄本) 

戸籍個人事項証明 

(戸籍抄本) 

本人確認が

できる書類 

1 通 450 円 

・本籍が雄武町

にあることが必要

です。 

・戸籍謄本などの

請求は戸籍に記載

されている人の

配偶者か直系

尊属、卑属など

に限られます。 

除籍謄本 

改製原戸籍 
1 通 750 円 

戸籍の附票 1 枚 200 円 

身分証明書 1 通 300 円 

・本籍が雄武町

にあることが必

要です。 

・本人のみ請求

可能です。 

住民票の写し 1 人 200 円 

・請求は、本人

または同じ世帯

の方などに限ら

れます。 

印鑑登録証明書 印鑑登録証 1 通 300 円 

・印鑑登録証を

お持ちいただか

ないと発行でき

ません。 

※代理人の場合は印鑑登録証明書以外委任状が必要です。 
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■戸籍の広域交付(本籍地が雄武町以外の戸籍)  

種類 必要なもの 手数料  

戸籍全部事項証明 

(戸籍謄本) 

運 転 免 許
証・個人番
号カード等、
顔写真がつ
いた本人確
認 が で き る
書類 

1 通 450 円 

 
・戸籍に記載さ
れている本人及
び配偶者、直系
尊属、卑属に限
られます。 除籍謄本 

改製原戸籍 
1 通 750 円 

※代理人の申請はできません 

■担当窓口   

住民生活課戸籍住民係 

(4)ごみの出し方 

■ごみの出し方のルール   

①「生ごみ」はピンク色の指定袋、「燃やせるごみ」は

青色の指定袋、「燃やせないごみ」は黄色の指定

袋、「ビン」は緑色の指定袋、「ペットボトル」はオレ

ンジ色の指定袋、「プラスチック」は赤色の指定袋、

「空き缶」は透明又は半透明の袋、「粗大ごみ」は

粗大ごみシールを 1 品ごとに貼り付けて出してくだ

さい。「紙類」は種類ごとに束ねてヒモで十字に縛

って出して下さい。 

②収集日の朝 8 時までに自宅付近のごみステーショ

ンに出してください。 

■スプレー缶・カセットボンベの出し方  

中身を使い切って、穴を開けずに透明・半透明の

袋に入れて、資源ごみの収集日に出してください。空

き缶の袋とは別の袋に入れて出してください。 

■一時的な多量ごみ  

引っ越しなどで一時的に多量に出たごみは、ごみ

ステーションに搬入せずにご自身で処分場に運ぶか、

ごみ収集業者に処理を依頼してください。 

■容器包装プラスチックの分別方法  

「容器包装プラスチック」が「燃やせないごみ」に混

入している割合が高くなっています。汚れていても、食

器洗い時の残り水などで固形物が目立たなくなる程

度に洗うことで、料金が安価な「容器包装プラスチッ

ク」の袋で出すことができます。 

■担当窓口   

住民生活課環境衛生係 

(5)不法投棄は犯罪です 

 不法投棄は、決められた場所以外に「ごみ」を捨て

ることを言います。雄武町では、すべての不法投棄に

ついて警察に通報しています。 

 ごみの不法投棄は、法律に違反した犯罪行為で、

５年以下の懲役もしくは 1,000 万円(法人は 3 億

円)以下の罰金、または併科となります。絶対に不法

投棄はやめましょう。 

■担当窓口   

住民生活課環境衛生係 

 

(6)飼い主のいない猫の不妊去勢手

術助成事業 

■制度内容   

飼い主のいない猫の増加による生活環境への被

害を防ぐため、猫の不妊または去勢手術に要した費

用の一部を補助 
 

■対象者   

町内に生息する飼い主のいない猫に対し、不妊・

去勢手術を受けさせようとする町内在住の満１８

歳以上の方 
 

■補助金額 

・ メス猫 1 頭：25,000 円  

・ オス猫 1 頭：12,500 円  

※手術費用が上記金額に満たない場合は実際支 

払った金額 

※一人あたり年度内１５万円が上限 
 

■対象経費 

不妊・去勢手術、耳カット手術（必須）、胎児

処置費、獣医師の出張費 

※耳カット手術を行わない場合は、補助対象外 
 

■申請方法   

所定の申請書と猫の手術前の全身写真を提出

※必ず手術前に申請の手続きをしてください。 
 

■担当窓口   

住民生活課環境衛生係 
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昭
和
四
十
六
年
三
月
十
九
日
制
定 
この「暮らしの支援情報」は、雄武町が行う行政サービスのうち、町民の皆さんに関わりの

深い補助制度や減免制度の情報をまとめたものです。 

 掲載している行政サービスの各項目に担当窓口を記載していますので、不明な点がありま

したら問い合わせ願います。 

 なお、掲載している情報は令和７年 4 月現在のものですが、発行後の制度変更などによ

り、掲載内容が実情と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 


